
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】施肥部と、肥料タンクと、該肥料タンク内
の肥料を上記施肥部に供給する送出装置とを有する施肥
機において、
圃場面に転接して前記施肥機の車速を検出する接地輪回
転センサーを有する実車速検出装置と、
前記施肥部の伝動系に介装され、前記施肥機からの動力
を受けて駆動される入力軸と、前記送出装置を駆動する
出力軸と、前記入力軸の回転数を無段に変速して出力軸
に伝達する無段変速装置と、
施肥条件を設定する施肥量設定器、肥料銘柄設定器及び
条間設定器と、
前記各設定器にて設定された設定値と前記実車速検出装
置にて検出された検出車速とにより、前記無段変速装置
の出力軸の目標回転数を演算するマイコンと、を備え、

前記無段変速装置の出力軸が目標回転数となるように該
出力軸を制御すると共に、前記無段変速装置の入力軸回
転数が所定回転数以下のとき、又は前記実車速検出装置
による検出車速が設定車速以下のときは、前記無段変速
装置の制御を停止することにより前記送出装置の駆動を
停止するようにした、
ことを特徴とする施肥機の施肥量制御装置。
【発明の詳細な説明】
（イ）産業上の利用分野
  本発明は液状肥料または粒状肥料等を圃場に施肥する
施肥機の施肥量制御装置に関する。
（ロ）従来技術
  従来、施肥機の実車速を測定せず、駆動軸の回転数を
検出し、それにより施肥量を制御するように施肥機は既
に知られている。
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（ハ）発明が解決しようとする問題点
  一般に、走行中スリップするので駆動軸により検出車
速と実車速とが一致しないので、前記既知の施肥機では
正確な施肥制御を行なうことができなかった。
（ニ）問題点を解決するための手段
  本発明は施肥部と、肥料タンク（11）と、外肥料タン
ク（11）内の肥料を上記施肥部に供給する送出装置
（１）とを有する施肥機において、
  圃場面に転接して前記施肥機の車速を検出する接地輪
（30）回転センサーを有する実車速検出装置（36）と、
前記施肥部の伝動系に介装され、前記施肥機からの動力
を受けて駆動される入力軸（6a）と、前記送出装置
（１）を駆動する出力軸（7a）と、前記入力軸（6a）の
回転数を無段に変速して出力軸（7a）に伝達する無段変
速装置と、施肥条件を設定する施肥量設定機（39）、肥
料銘柄設定器（40）及び条間設定器（41）と、前記各設
定器（39,40,41）にて設定された設定値と前記実車速検
出装置（36）にて検出された検出車速とにより、前記無
段変速装置の出力軸（7a）の目標回転数を演算するマイ
コン（37）と、を備え、
前記無段変速装置の出力軸（7a）が目標回転数となるよ
うに該出力軸（7a）を制御すると共に、前記無段変速装
置の入力軸（6a）回転数が所定回転数以下のとき、又は
前記実車速検出装置（36）による検出車速が設定車速以
下のときは、前記無段変速装置の制御を停止することに
より前記送出装置（１）の駆動を停止することにより前
述の問題点を解決した。
（ホ）作用
  駆動軸は無段変速装置を介して送出装置の出力軸を回
転させる。そして、施肥量設定器により単位面積当りの
施肥量を設定し、肥料の銘柄を指定し、送出装置１台に
よる施肥幅から条間仕様を設定し、それらの設定値はマ
イクロコンピュータに入力されて演算される。
  一方、無段変速装置の入力軸と出力軸とに付設した回
転数検出器の検出値、及び施肥器に装着した実車速検出
器の検出値もマイクロコンピュータに入力されて施肥器
の出力軸の目標回転数が演算され、それによる制御信号
により無段変速装置が作動して前記各要素に適合した施
肥制御を行なうことができる。また、前記マイクロコン
ピュータにより、前記無段変速装置の入力軸（6a）の回
転数が所定回転数以下となったとき、又は前記実車速検
出器（36）による検出車速が設定車速以下となったとき
は、前記無段変速装置の制御が停止されて前記送出装置
（１）の出力軸の回転が停止される。これにより、例え
ば、主クラッチを切って機体を停止し、その後再度主ク
ラッチを入れて作業を開始した場合においても、その間
は無段変速装置の制御が停止しているため、適正な施肥
量の制御を遅滞なく行うことが可能であると共に、接地
輪が何らかの原因で回転しなくなった場合にも、同様に
制御が停止されて施肥量が大幅に狂うおそれがないとい

う利点を有する。
（ヘ）実施例
  本発明の一実施例を図面について説明すると、１は機
枠２の装着した施肥ポンプであって、機枠２はトップリ
ンク３と左右のロアリンク４とにより牽引車、例えば、
トラクタに連結されており、その前部には牽引車のPTO
軸により駆動される伝動ケース５（又は電動モーター）
を取付けてあり、無段変速装置は、施肥部の伝動系に介
装されて、施肥機からの動力を受けて駆動される入力軸
6aの回転数を無段に変速して出力軸7aに伝達するもので
あって、駆動割プーリー６と従動割プーリー７とそれら
に掛けたＶベルト８とを有し、駆動割プーリー６の入力
軸6aのスプロケット6bは前記伝動ケース５の出力軸のス
プロケット5aによりチエン９を介して駆動され、従動割
プーリー７の軸（出力軸）7aのスプロケットはチエン10
を介して前記施肥ポンプ１のスプロケットを駆動する。
  11は機枠２上に搭載した肥料タンクであって、その排
出口に接続したサクションホース12は施肥ポンプ１の吸
入口に接続してあり、施肥ポンプ１の吐出口に接続した
複数のホース13は前記機枠２の前部寄り下部に装着した
複数の施肥管15に接続してあり、該施肥管15の前方には
左右一対のコールター16をブラケット17により軸支し、
機枠２の後部寄り下部にはローラーを兼ねた外周に多数
のスパイクを有する接地輪30を軸支してある。但し、接
地輪30を機枠２の前部寄り下部に軸支した場合は接地輪
30の位置にローラ18を軸支するものとする。
  播種装置20は溝切ディスク19と播種部21と覆土輪22と
鎮圧ローラ23と種子タンク24とで構成されており、上記
播種部21の入力スプロケット25はチエン26、減速機構27
およびチエン26aを介して前記従動プーリー７の軸7aに
取付けられているスプロケット28により駆動され、前記
機枠２の後部下方（又は前部下方）には、外周に長い多
数のスパイクを有する接地輪30を軸支してある。
  また、前記駆動割プーリー６の軸6aに回転センサー31
を取付け、従動割プーリー７の軸7aに回転センサー32を
取付け、従動割プーリー７の可動プーリーに付設したカ
ム33を制御モーター34に回動して溝幅を強制的に拡縮す
るようになし、上記カム33には角度センサー35を付設
し、前記接地輪30には、圃場面に転接して施肥機の車速
を検出する接地輪回転センサーを有する実車速検出器36
を付設してあり、それらの回転センサー31、32、角度セ
ンサー35及び実車速検出器36等の検出値はマイクロコン
ピュータ37に入力される。
  更に、操作パネル38には施肥量（窒素量）設定ダイヤ
ル39、肥料銘柄（窒素含有率）セレクトダイヤル40及び
条間使用（送出装置（この実施例では施肥ポンプ１））
選択ダイヤル41並びに警報ブザー42、警報ランプ43を設
け、前記各設定ダイヤルの設定値は第２図に示すごとく
前記マイクロコンピュータ37に入力され、第３図に示す
ように前記各入力値から無段変速装置の入力軸6aの回転
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数、出力軸7aの回転数、実車速が第３図に示すように演
算される。なお、前述のように施肥量および肥料銘柄の
選定に当たり窒素量を基準にすると種類の異なる肥料を
使用しても操作を簡単に行なうことができる。
  次に前記無段変速装置の出力軸7aの目標回転数の演算
について説明する。
  先ず、10アール（100m2）の施肥量QTを施肥量設定ダ
イヤル39の設定値とセレクトダイヤル40の設定値とから
演算し、次に、10アールを作業するのに要する時間
（分）Ｔを条間仕様選択ダイヤル41及び実車速検出器36
の検出値とから演算する。これにより単位時間あたりの
施肥量（所要吐出量）がＱR＝QT/Tkg/min）として得ら
れる。
  ここでポンプ性能特性が第５図に示す如く曲線を描い
ている場合、この曲線をＱ＜Q1、Q1≦Ｑ＜Ｑ＜Q2、Q2≦
Ｑ＜Q3、Q3≦Ｑの範囲で分け、それぞれ直線式とし、定
数K1・・K4,A1・・A4を予め求めておく。先に算出した
ＱRよりそれぞれの式に対応するＫ及びＡをセレクト
し、ポンプ目標回転数Ｎを、Ｎ＝（ＱR－Ａ）/Kより求
める。なお、前記のような計算方式にすると演算速度が
向上し、制御の応答速度を速くすることができる。
  先に算出したＱRよりそれぞれの式に対応するＫおよ
びＡをセレクトし、施肥ポンプ目標回転数ＮをＮ＝（Ｑ
R－Ａ）／より求める。従って、無段変速装置の出力軸
回転数ＮTはＮT＝（Z2/Z1）×Ｎで得られる。これを前
記制御モーター34に入力して無段変速装置を増減速制御
する。但し、Z1は出力軸７のスプロケットの歯数、Z2は
施肥ポンプ１の入力スプロケットの歯数である。
  施肥量を制御モータ34で制御する場合、ＮTとＮOUTの
差が不感帯α以下となるように増速又は減速する。
  このように制御することにより走行中に施肥機が不均
一なスリップをしても均一な施肥を行なうことができ
る。
  第６図は警報装置の制御を示すものであって、マイク
ロコンピュータ37が作動指令（増速または減速）を発し
ているにも拘らず、制御モーター34が作動しない時、変
速装置が不良であるか、または無段変速能力オーバーと
して警報を発するものである。
  例えば、制御モーター34が動作し始めた時のカム33の
角度センサー35の検出値ＤPを動作開始時検出時データ
ＤSとし、動作開示時より一定時間経過後の角度データ
ＤPとＤSとを比較し、その差Ｓが０ということはカムが
動作していないことであるから異常と判断する。
  そして、この時、ＤPが減速側のリミット値でもな
く、増速側のそれでもない時はどこかの故障とみなし、
警報ブザー及びランプを断続作動させる。逆にＤPが減
速側リミット値ｍ又は増速側リミット値ｎの時は無段変
速装置による出力軸目標回転数に対応できないというこ
とで、これはオペレータの主変速又はPTO変速ミスか、
牽引車が異常にスリップしているということである。こ

の時は断続警報を更に断続させてオペレータに無段変速
対応不能ということを知らせる。
  第７図は制御モーター34の制御を示すもので、施肥ポ
ンプ１の入力軸（この実施例では従動軸7a）が実質的に
回転していない時、例えば、無段変速装置の入力回転数
格ＮINが或回転数N1（定格回転数の1/4程度）以下の
時、及び回転していない時に制御モーター34が停止す
る。また車速Ｖが設定車速V1以下でも停止する。
  従って、作業中、主クラッチを切り操作すると前記入
力軸が停止するので制御モーター34が停止し、無段変速
装置はそのままであり、次に主クラッチを入れると僅か
な時間で適切な回転数となる。また、耕耘後は往復の境
界部がＶ字状の溝になることがあり、接地輪30が上記溝
に嵌ったり、機体を旋回させる場合には設置輪30が回転
しなくなり、その結果、検出される実車速は急激に低下
し、制御モーター34は停止するため、送出量が狂うこと
がない。
  第８図は播種装置20の取付けを示すもので、播種フレ
ーム46は並行リンク47にて機枠２の後部に昇降可能に連
結してあり、施肥装置とは別個に圃場に凹凸に追従して
上下動し、適切な深さに播種することができる。また、
ローラ18、溝切ディスク19及び鎮圧ローラ23は夫々別個
に昇降調節して螺子により締着することができるように
なっているので、播種深さに変更を容易に行なうことが
できる。更に、ローラブラケット18aは播種フレーム46
の上限ストッパーになるので、播種装置20の破損を防止
することができ、機枠２の後部から垂下したチエンテン
ション48はチエン26の中間部を保持するので、播種装置
20を昇降調節した時にチエンのたるみを防止することが
できる。第１図に示すように溝切ディスク19の前部に接
近させて設けた接地輪30も昇降調節可能に締着してあ
る。
  第９図及び第10図は実車速検出装置の他の実施例を示
すものであって、機枠２の下部に伝動ケース50を取付
け、その下部に支承した軸51を両側方へ延出させ、その
延出部に左右一対の接地輪30を夫々ワンウエイクラッチ
52を介して取付け、上記軸51の中央にスプライン嵌合し
た歯車53を中間歯車54を介して検出軸55と一体な歯車56
に噛合させ、検出軸55に前記実車速検出機36を装着した
ものであって、圃場に足跡、車輪跡等があった場合、一
方の接地輪30が凹部に入ってスリップすることにより停
止又は回転数が低下しても、他方の接地輪が正常に回転
しているとそれが検出され、両方の接地輪30が停止又は
スリップしたとき検出されなくなる。
（ト）発明の効果
  本発明は前述のように施肥部と、肥料タンク11と、該
施肥タンク11内の肥料を上記施肥部に供給する送出装置
とを有する施肥機において、圃場面に転接して前記施肥
機の車速を検出する接地輪回転センサーを有する実車速
検出装置と、前記施肥部の伝動系に介装され、、前記施
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肥機からの動力を受けて駆動される入力軸と、前記送出
装置を駆動する出力軸と、前記入力軸の回転数を無段に
変速して出力軸に伝達する無段変速装置と、施肥条件を
設定する施肥量設定器、肥料銘柄設定器及び条間設定器
と、前記各設定器にて設定された設定値と前記実車速検
出装置にて検出された検出車速とにより、前記無段変速
装置の出力軸の目標回転数を演算するマイコンと、を備
え、
  前記無段変速装置の出力軸が目標回転数となるように
該出力軸を制御すると共に、前記無段変速装置の入力軸
回転数が所定回転数以下のとき、又は前記実車速検出装
置による検出車速が設定車速以下のときは、前記無段変
速装置の制御を停止することにより前記送出装置の駆動
を停止するようにしたことにより、施肥量、肥料の銘
柄、条間等に適合すると共に施肥機がスリップしてもそ
れに関係なく適切な施肥を容易に行うことができる。ま
た、例えば主クラッチを切って機体を停止し、その後再
度主クラッチを入れて作業を開始した場合においても、
その間は無段変速装置の制御が停止しているため、適正
な施肥量の制御画遅滞なく行なうことができると共に、

接地輪が何らかの原因で回転しなくなった場合でも、同
様に制御が停止されて施肥量が大幅に狂うことがないと
いう効果を有する。
【図面の簡単な説明】
図面は本発明の１実施例を示すものであって、第１図は
施肥播種機の側面図、第２図は制御システム図、第３図
は制御モーター制御フローチャート図、第４図は無段変
速装置の制御フローチャート図、第５図はポンプ吐出量
計算図、第６図は警報制御フローチャート図、第７図は
制御モーター停止制御フローチャート図、第８図（ａ）
は播種装置取付け部を示す側面図、（ｂ）はチエンテン
ションの側面図、第９図は実車速検出装置の縦断面図、
第10図は同上配列図である。
１……施肥ポンプ、２……機枠、６……駆動割プーリ
ー、７……従動割プーリー、15……施肥管、31,32……
回転センサー、34……制御モーター、35……角度センサ
ー、36……実車速検出器、37……マイクロコンピュー
タ、39……施肥量設定ダイヤル、40……肥料銘柄セレク
トダイヤル、41……条間仕様選択ダイヤル

【第１図】
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【第２図】
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【第３図】

【第１０図】
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【第４図】
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【第５図】

【第７図】
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【第６図】
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【第８図】

【第９図】
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